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 自転車は、幼児から高齢者まであらゆる年齢層が利用する身近な交通手段である反

面、近年は自転車が歩行者と衝突して死傷させる事故により、裁判で高額な賠償命令

が出るなど自転車運転者に対する社会的責任が高まっています。 

 このような事故の被害者の救済の確保と、加害者の経済的負担の軽減を図るため、

埼玉県では「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」で自転車損害保険等へ

の加入を義務化しています。 

 義務化以降、自転車損害保険等への加入率は上昇しているものの、令和２年６月に

実施した県政サポーターアンケートでは、自転車利用者の約３割が自転車損害保険等

に未加入又は加入しているかわからないと答えています。 

 そこで埼玉県は、自転車利用者に対し自転車損害保険等について正しく理解しても

らい、必要性を感じることで加入に向けた意識を向上させられるような啓発用の動画

及びポスター等を作成しました。 

 多くの方にご覧いただくため、ホームページで公開するなどして発信し、自転車損

害保険等への加入について周知・啓発を図っていきます。 

 １ 動画の概要 
〇自転車損害保険等への加入について４種類 （別添資料参照） 

 （ロング版 １種(4分 14秒)、CM版 ３種(各 30秒)） 

 ・自転車保険についての総論（ロング版） 

 ・自転車保険への加入が義務化されていること（CM版１） 

 ・子供の自転車保険については、保護者に加入の義務があること（CM版２） 

 ・自転車保険の種類について（CM版３） 

 ２ 特徴 
○ 自転車保険の加入義務化について、青年と少年少女との掛け合いを通じて

説明することで、押しつけがましさのない動画となっている。 

〇 子供が高齢者に衝突するというショッキングな展開により、子供を持つ親

世代に対し、子供の自転車保険の加入を訴える。 
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入ってるよね？自転車保険。 

～自転車保険加入促進動画等を作成しました～ 
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〇 自転車保険の入り方がわからないという方に対し、自転車保険の種類を紹

介する。 

〇 動画のコンセプトに合わせて、ラジオＣＭ、チラシ及びポスターも作成し、

さまざまなメディアで発信する。 

 ３ 公開方法 

   令和３年２月１６日から県公式 YouTubeチャンネルで公開します。 

   また、令和３年度以降のテレビスポットＣＭ放送に先立ち、令和３年３月７日

から４週間の間、J:COM チャンネル埼玉エリアの番組「SSL 埼玉スポーツリン

ク」の中でＣＭを放送します。 

   また、啓発ポスターを県庁舎に掲出するとともに、チラシ及びポスターを各市

町村等に配布します。 

 ４ ＵＲＬ 

  〇公開ＵＲＬ 

   https://www.youtube.com/playlist?list=PLlsbJ-MJUQALWz8VhPVFP7wPZzlbkRB7R  

  〇自転車損害保険等について 
   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0311/jitensya/jitensyajyourei.html 

 


